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4かしはら市議会だより

改
正

日
本
共
産
党

　

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
な
ど

特
別
職
の
常
勤
職
員
の
給
与
等
を

０
．
０
５
％
引
き
上
げ
る
も
の
だ

が
、
市
長
は
１
期
毎
に
退
職
金
が

支
給
さ
れ
、
給
与
体
系
は
手
厚
い
。

一
般
職
、
臨
時
職
員
、
非
常
勤
職

員
の
労
働
力
の
対
価
と
し
て
や
、

臨
時
の
保
育
士
に
関
し
て
は
改
定

す
る
な
ど
保
育
行
政
が
進
む
よ
う

な
と
こ
ろ
を
条
例
改
正
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
改
正
に
は
反
対
す
る
。

橿
原
市
の
一
般
職
の
職
員
の
退
職

手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改

正

日
本
共
産
党

　

平
均
７８
万
円
の
退
職
手
当
の
引

き
下
げ
は
、
退
職
後
の
生
活
に
も

守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
雇
用
保

険
も
適
用
さ
れ
な
い
公
務
員
の
特

殊
性
を
無
視
し
、
生
涯
設
計
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
ま
た
、
人

事
院
の
官
民
比
較
調
査
は
、
雇
用

保
険
の
有
無
さ
え
比
較
対
象
に
し

な
い
ほ
ど
限
定
的
で
不
透
明
で
あ

り
反
対
す
る
。

橿
原
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

日
本
共
産
党

　

総
務
省
市
町
村
税
課
は
各
市
町

村
へ
事
務
連
絡
で
、
書
面
に
よ
り

送
付
す
る
場
合
は
、
当
面
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
記
載
は
行
わ
な
い
こ
と
と

伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
１
０
１

自
治
体
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
個

人
情
報
が
漏
え
い
し
た
か
ら
で
あ

る
。
本
市
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
力

を
入
れ
て
い
る
が
、
便
利
さ
の
裏

に
は
個
人
情
報
漏
え
い
と
い
う
重

大
な
危
険
性
が
あ
る
。
財
政
的
に

も
国
の
補
助
額
よ
り
市
の
負
担
額

が
大
き
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用

拡
大
は
中
止
す
べ
き
で
あ
り
反
対

す
る
。

橿
原
市
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

の
指
定
管
理
者
の
指
定

日
本
共
産
党

　

指
定
管
理
制
度
は
、
地
方
自
治

体
が
担
う
べ
き
公
共
サ
ー
ビ
ス
や

公
的
責
任
を
放
棄
し
、
市
場
原
理

に
委
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

公
募
せ
ず
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
を
指
名

し
た
が
、
営
利
目
的
の
企
業
に
市

場
原
理
を
導
入
し
て
委
ね
る
こ
と
、

２０
年
間
の
長
期
指
定
は
、
社
会
経

済
状
況
が
変
化
し
予
測
不
能
な
リ

ス
ク
を
背
負
う
も
の
で
あ
り
反
対

す
る
。

橿
原
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

い
ず
れ
の
会
派
に
も
所

属
し
な
い
議
員（
日
本
維
新
の
会
）

　

本
市
で
は
、
財
政
状
況
が
厳
し

い
中
、
徹
底
し
た
行
財
政
改
革
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中

で
、
様
々
な
行
政
課
題
を
解
消
し
、

市
民
生
活
の
向
上
を
進
め
る
に
は
、

ま
ず
は
議
員
み
ず
か
ら
身
を
切
る

覚
悟
が
必
要
と
考
え
る
。
現
時
点

に
お
い
て
議
員
の
期
末
手
当
を
引

き
上
げ
る
状
況
で
は
な
く
、
限
ら

れ
た
財
源
の
中
で
市
民
の
期
待
に

応
え
る
観
点
か
ら
も
、
市
民
の
理

解
は
到
底
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
反
対
す
る
。

公
平
委
員
会
の
委
員
選
任
に

同
意

　

公
平
委
員
会
の
委
員
１
名
が
、
平

成
２９
年
１２
月
３１
日
に
任
期
満
了
と

な
る
た
め
、
地
方
公
務
員
法
第
９
条

の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新

た
に
、
川か
わ
ぐ
ち口
和か
ず
こ子
氏
（
白
橿
町
１
丁

目　

７３
歳
）
を
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

の
委
員
選
任
に
同
意

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の

委
員
１
名
が
、
平
成
２９
年
１２
月
３１
日

に
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
地
方
税

法
第
４
２
３
条
第
３
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
新
た
に
、
森も
り
し
た下
一か
ず
お夫
氏
（
白

橿
町
６
丁
目　

７０
歳
）
を
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　今定例会には、意見書２件が議員から
提出され、審議した結果、すべて可決さ
れました。なお可決された意見書は議長
名をもって関係機関へ提出いたしました。

可決された意見書
◇道路整備事業に係る国の財政上の
特別措置に関する法律に基づく補
助率等の嵩上げ措置の継続等に関
する意見書

　（内閣総理大臣、内閣官房長官、衆議院議
長、参議院議長、財務大臣、国土交通大臣
あて提出）
◇日本政府に核兵器禁止条約の調印
を求める意見書

　（内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議
長、外務大臣あて提出）

議 員 提 出 案 件

意 見 書意 見 書
要
望
書

　

平
成
２９
年
９
月
定
例
会
か
ら
、
平

成
２９
年
１２
月
定
例
会
ま
で
に
市
議
会

議
長
宛
に
次
の
要
望
書
が
提
出
さ
れ
、

全
議
員
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
。

抗
議
文

株
式
会
社
フ
ク
ダ
不
動
産

代
表
取
締
役　

福
田
文
彦
氏
提
出

国
に
対
す
る
３５
人
学
級
法
制
化
、「
特

別
支
援
学
校
の
設
置
基
準
」
策
定
、「
高

校
無
償
化
」
の
拡
充
な
ど
を
求
め
る

意
見
書
の
議
会
採
択
を
求
め
る
要
請

書奈
良
県
教
職
員
組
合　

執
行
委
員
長　

吉
本
憲
司
氏
提
出

八
木
西
口
駅
存
続
を
求
め
る
要
望
書

今
井
町
自
治
会会長　

米
川
憲
久
氏
提
出

平
成
３１
年
度
全
国
中
学
校
体
育
大
会
・

第
５０
回
全
国
中
学
校
サ
ッ
カ
ー
大
会

開
催
に
伴
う
体
育
施
設
の
整
備
に
つ

い
て
（
要
望
）

奈
良
県
中
学
校
体
育
連
盟　

会
長　

佐
伯
衛
氏
提
出

（
公
社
）
橿
原
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会
長　

森
下
建
男
氏
提
出

橿
原
市
中
学
校
長
会

会
長　

松
村
光
造
氏
提
出

精
神
障
害
者
の
交
通
運
賃
割
引
を
求

め
る
意
見
書
採
択
の
お
願
い

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

奈
良
県
精
神
障
害
者

家
族
会
連
合
会　

理
事
長　

奥
田
和
男
氏
提
出

政
務
活
動
費
の
後
払
い
制
度
導
入
に

つ
い
て
の
要
望
書

橿
原
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

正
岡
忠
久
氏
他
２
名
提
出


